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 2026 年３月 13 日 

株式会社クレディセゾン 

代表取締役（兼）社長執行役員 COO 水野 克己 

問合せ先：03-3988-2110 

証券コード：8253 

問合せ先： https://www.saisoncard.co.jp/ 

 

当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。 

 

Ⅰ．コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報 

１．基本的な考え方 

■経営理念 

 私たちは、「サービス先端企業」として、「顧客満足主義の実践」「取引先との相互利益の尊重」

「創造的革新の社風創り」の３点を共通の価値観として浸透させ、競争に打ち勝ち、お客様、株主

の皆様、そして、すべての取引先の皆様の期待に添うようにチャレンジを続け、社会的責任を果た

してまいります。 

■コーポレート・ガバナンス 

 当社は、革新的なサービスを創造し、継続的に企業価値を向上させることによって、当社のステ

ークホルダーである、お客様、取引先、社員、株主及び社会の皆様から理解と賛同を得るという経

営の基本方針を実現するためには、経営における透明性の向上と経営目標の達成に向けた経営監視

機能の強化が極めて重要であると認識し、コーポレート・ガバナンスの充実に向けた様々な取り組

みを実施しております。 

 当社では、監査役・監査役会制度を採用しております。会社の機関として取締役会、監査役会、

会計監査人を設置しております。また、株主・投資家等からの信任を確保していくために、社外取

締役・社外監査役の選任によるコーポレート・ガバナンスの充実を図っております。取締役会や指

名・報酬委員会等において、社外取締役から経営における意思決定の妥当性・適正性を確保するた

めの助言・提言を受けることにより、業務に精通した取締役が経営効率の維持向上を図ることがで

きます。また、監査役会は内部監査や内部統制統括部門の役員等と連携を図ることで、経営に対す

る監督機能を強化している他、監査部は代表取締役に対する報告とは別に取締役会への直接レポー

ティングラインを有することにより独立性を確保しております。 

 当社は 2020年３月より、業務執行と管理監督の分離によるコーポレート・ガバナンス体制の一層

の強化を目的に、取締役会の役員構成を見直すとともに執行役員制度を導入しております。これに

より、より適切な管理監督機能の発揮及び効率的な業務執行体制の整備を図っております。 

 取締役会は、取締役 12名（うち独立社外取締役４名）で構成されており、経営に関する重要事項

についての業務執行を決定するとともに、取締役の職務の執行を監督しております。なお、経営環

境の変化に対応した機動的な経営体制を構築するとともに、経営に対する株主の信任を得るため、

取締役の任期は１年としております。 

 監査役会は、監査役３名（うち独立社外監査役２名）で構成されており、監査方針、その他の監

査役の職務の執行に関する事項の決定及び監査報告の作成などを行っております。 

さらに、持続的な企業価値の向上を実現するため、コーポレート・ガバナンスの充実を経営上重

要な取り組みと位置づけ、内部統制システムの整備やリスク管理体制の強化、コンプライアンスの

徹底、ダイバーシティ、エクイティ＆インクルージョンによる仕組み作りなどにより、その実現に

努めております。 

 内部統制システムの構築にあたっては、内部統制統括部門である経営企画部を中心に、業務の適

正性・効率性を確保するための体制構築を行うことを目的として、内部統制システム基本方針を取

締役会において決定しており、財務報告に係る内部統制への対応につきましては、リスク統括部を

中心として当社及び連結対象会社における内部統制整備の推進と、監査部による独立したモニタリ

ングを行っております。 

 リスク管理については、「リスク管理委員会」及びリスク統括部を中心として、リスク発生の予

防及び顕在化による当社への影響の極小化に努めている他、リスク統括部による各部のモニタリン

グ状況につき監査部が独立した立場で定期的に検証を行う等、体制強化を図っております。そのた

め、「リスク管理規程」、「損失の危険の管理に関する規程」及び「危機管理規程」に基づき、社員

に対して定期的な社内教育・訓練を行い、リスク管理体制の維持に努めている他、毎月リスク統括

https://www.saisoncard.co.jp/
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部と監査部が情報連携会を開催し２線・３線の連携を強化しております。また、当社グループ内に

内在する諸問題又は重大なリスクを伴う統制事項について、国内子会社は、グループ戦略部を中心

に整備、統括し、海外子会社は、海外関係会社の統括管理を担うグローバル統括部が情報収集を行

った上で、グループ戦略部を含む当社各主管部門へ連携、報告することで、グループ各社の業務執

行状況を監督するとともに、グループ各社の主管部門と情報共有を行っております。 

 コンプライアンス体制については、企業活動における法令遵守、公正性、倫理性を確保するため

に、「コンプライアンス委員会」を設置しております。各部門にコンプライアンス責任者を任命し

ているほか、会社自身がどのように行動するかを「行動宣言」として定めた上で、役員や社員がど

のように行動すべきかを「行動基準」として取りまとめ、それらを徹底するための社内ウェブサイ

ト上の開示、相談窓口の周知、コンプライアンス研修の実施等、コンプライアンス体制の強化に取

り組んでおります。 

監査体制については、時代の要請／社会の期待に応えるべく、「当社のカルチャー、ビジネスを

踏まえたグループ・グローバルガバナンスの強化を図るとともに、株主・経営者・部門に信頼さ

れ、組織体に価値を付加出来るようプロフェッショナルな役割・機能を果たす」ことをミッション

として掲げ監査業務を遂行している他、ミッションを達成する為には「グループ・グローバルベー

スにおける監査成熟度向上」が必要であると考え人材強化や監査品質の向上等に取り組んでおりま

す。 

 ダイバーシティ、エクイティ＆インクルージョンの仕組み作りについては、当社ウェブサイトに

掲載しております。 

 〔https://corporate.saisoncard.co.jp/sustainability/diversity/〕 

〔https://corporate.saisoncard.co.jp/sustainability/diversity/gender/〕 

 今後も引き続き、コーポレート・ガバナンスに関する国際的な潮流及び内部統制システム基本方

針を踏まえて、当社に適した経営機構のあり方を検討してまいります。 

 

 

【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】 

■第４章 取締役会等の責務 

【補充原則４－１③ 取締役会の役割・責務(1)】 

 CEO を含む取締役を選任する体制については、独立社外取締役が過半数を占める指名・報酬委員

会において、選任理由、候補者の実績及び経歴等を当社の経営戦略上必要となるスキルかどうかの

観点からスキルマトリックスのスキル分布等も勘案し、総合的に審議の上、取締役会で決定すると

いうプロセスをとっており、その選任プロセスをもって CEO 等の選任の妥当性を確保していること

から、現時点では具体的な CEO の後継者計画の策定を行っておりませんが、今後、当社の中長期の

経営戦略を見据えた後継者計画の指針を指名・報酬委員会で議論するなど、取締役会が後継者計画

について適切に監督を行える方法を検討してまいります。 

 

【補充原則４－３② 取締役会の役割・責務(3)】 

CEO を含む取締役を選任する体制については、独立社外取締役が過半数を占める指名・報酬委員

会において、選任理由、候補者の実績及び経歴等を当社の経営戦略上必要となるスキルかどうかの

観点からスキルマトリックスのスキル分布等も勘案し、総合的に審議の上、取締役会で決定すると

いうプロセスをとっておりますが、現時点では CEO を選任するための評価基準や特別な選任手続は

定めておりません。今後、当社の中長期の経営戦略を見据えた後継者計画の指針を指名・報酬委員

会で議論するなど、資質を備えた CEO を適切に選任するための手続を検討してまいります。 

 

【補充原則４－３③ 取締役会の役割・責務(3)】 

 現時点で、当社では、CEO を解任するための評価基準や解任要件は定めておりません。万が一、C

EO が法令・定款等に違反する場合や当社の企業価値を著しく毀損したと認められる場合など解任が

相当と考えられる事象が発生した場合には、独立社外取締役が過半数を占める指名・報酬委員会で

審議の上、独立社外取締役が参加する取締役会において十分な審議を尽くした上で解任を決議する

こととなります。 

 

【原則４－１１ 取締役・監査役会の実効性確保のための前提条件】 

当社では、変化の著しい経営環境において、取締役会をジェンダーや国際性に限らず多様な経

験・知見・特性を有する人材で構成することが当社の価値創造機能を高めるために重要だと考えて

おり、取締役会における構成員の多様性を高めるべく、性別、年齢、国籍等を問わず、多様なバッ

https://corporate.saisoncard.co.jp/sustainability/diversity/
https://corporate.saisoncard.co.jp/sustainability/diversity/gender/
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クグラウンドを有する者を選任する方針としています。当社の強みを生かし中長期の経営戦略を見

据えた業態転換にも対応できるだけの多様性を有する人材を取締役に登用しておりますが、現時点

におきまして、ジェンダー・国際性の面を十分に考慮したと言えるだけの取締役会の構成にはなっ

ておりません。今後、当社の中長期の経営戦略を見据え、ジェンダー・国際性の面を含む多様な取

締役を選任できるよう努めてまいります。なお、当社の独立社外取締役には、資本効率などの財務

に関する知識等、当社の持続的成長と中長期的な企業価値の向上に実効的に寄与するために必要な

知見を備えた人材を選任しており、また、監査役には適切な経験・能力及び必要な財務・会計・法

務に関する知識を有する者が選任されております。 

 

【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】 

■第１章 株主の権利・平等性の確保 

【原則１－４ 政策保有株式】 

（１） 政策保有に関する方針・検証の内容 

政策保有株式については、当社グループの事業戦略に必要な取引（投資）先であり、か

つ保有の合理性があるもののみ保有しております。 

保有の合理性の検証については、中長期的な視点も含め、保有に伴うリスクやコストと

保有によるリターン等を適正に把握し、取締役会及び ALM委員会で採算性などを総合的に検

証しております。 

検証の結果、保有の合理性が乏しいと判断された銘柄については、市場の影響などを考

慮しつつ速やかに売却をしております。 

（２） 政策保有に係る議決権の行使基準 

保有株式の議決権については、当該議案が当社の保有意義に即しており、かつ投資先の

株主共同の利益に資するものであるか否かを総合的に判断し、適切に行使しております。 

（３） 政策保有株主から売却の意向を示された場合の対応方針 

当社の株式を政策保有として保有している会社から当社株式の売却等の意向が示された

場合には、その意思を尊重して対応いたします。 

なお、政策保有株式の縮減方針及び縮減の進捗状況については、中期経営計画及び決算説明資料

にて開示しており、その詳細については、当社ウェブサイトに掲載しております。 

〔https://corporate.saisoncard.co.jp/wr_html/ir/data/jp/o3g2as00000001ff-att/o3g2as00000

001h7.pdf〕 

〔https://corporate.saisoncard.co.jp/wr_html/ir/data/jp/avmqks000000cgrx-att/avmqks00000

0cgtp.pdf〕 

 

【原則１－７ 関連当事者間の取引】 

 取締役・監査役等の関連当事者間取引のうち、競業取引、自己取引、利益相反取引は、法令・社

内規程に従い、取締役会の承認事項として管理し、個別取引にかかる事前承認及び結果の報告を通

じて、当社の利益が害されないことを取締役会において監督しております。また、当社の取締役・

監査役等に対して当該取引の有無の確認を年１回行っております。 

 

■第２章 株主以外のステークホルダーとの適切な協働 

【補充原則２－３① サステナビリティを巡る課題への取り組み】 

【補充原則３－１③ サステナビリティについての取り組み等】 

＜サステナビリティについての取り組み＞ 

当社グループは、「サービス先端企業」という経営理念のもと、当社独自のノウハウ、経営資

源、そして社員一人ひとりの経験を活かし、クレディセゾングループだからこそできる社会の発

展・課題解決に日々の事業を通じて貢献することで、今よりもっと便利で豊かな持続可能な社会を

つくることを基本的な考え方としております。 

 また、気候変動などの地球環境問題への配慮、人権の尊重、社員の健康・労働環境への配慮や公

正・適切な処遇、取引先との公正・適正な取引、自然災害等への危機管理など、サステナビリティ

を巡る課題への対応は、リスクの減少のみならず収益機会にもつながる重要な経営課題であると認

識し、2021 年８月からは、サステナビリティ戦略に関する活動の方向性を議論し、代表取締役に答

申する機関として、代表取締役（兼）社長執行役員 COO も参画する「サステナビリティ推進委員

会」を新たに設置いたしました。本委員会は社内外、ジェンダー平等、グローバル視点など多様な

バックグラウンドをもつメンバーを委員とし、2024 年３月に新設したサステナビリティ推進部が事

務局を務め、気候変動問題への対応に加えて、女性活躍を始めとするダイバーシティ、エクイティ

https://corporate.saisoncard.co.jp/wr_html/ir/data/jp/o3g2as00000001ff-att/o3g2as00000001h7.pdf
https://corporate.saisoncard.co.jp/wr_html/ir/data/jp/o3g2as00000001ff-att/o3g2as00000001h7.pdf
https://corporate.saisoncard.co.jp/wr_html/ir/data/jp/avmqks000000cgrx-att/avmqks000000cgtp.pdf
https://corporate.saisoncard.co.jp/wr_html/ir/data/jp/avmqks000000cgrx-att/avmqks000000cgtp.pdf
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＆インクルージョンの推進や、グローバルビジネスにおけるインパクト戦略を推進することで持続

可能な社会の実現に向けて取り組んでおります。 

2024 年度において本委員会は４回開催しており、グループ全体を通じたサステナビリティ戦略及

び取り組みについての議論を深め、代表取締役に答申の上、必要に応じて取締役会に報告しており

ます。 

気候変動に係るリスク及び収益機会が自社の事業活動や収益等に与える影響について、必要なデ

ータの収集と分析を行い、TCFD（気候関連財務情報開示タスクフォース）提言への賛同を表明する

とともに、当社ウェブサイトにおいて、TCFD 提言に基づき、気候変動への対応に関する「ガバナン

ス」、「戦略」、「リスク管理」、「指標と目標」を掲載しております。 

また、2024 年８月には 2030 年に向けた温室効果ガス排出削減目標について、パリ協定で定める

「1.5℃目標」の水準と整合する内容として、SBTi(Science Based Targets initiative)認定を取得

し、2025 年７月には、持続可能な未来に向けて、企業活動における環境負荷の低減を加速するため

「気候移行計画」を策定いたしました。2050 年度の温室効果ガス排出量ネットゼロの実現を目指し

て、取り組みを強化してまいります。 

〔https://corporate.saisoncard.co.jp/sustainability/environment/tcfd/〕 

なお、グローバルビジネスを通じた持続可能な社会の実現に向けた取り組みについては、当社ウ

ェブサイト及びインパクトレポートに掲載しております。 

〔https://corporate.saisoncard.co.jp/business/global/〕 

〔https://saison-international.com/wp-content/uploads/2024/10/Saison-International-imp

act-report-28Oct-jp.pdf〕 

 

＜人的資本、知的財産への投資等＞ 

当社は、人的資本や知的財産への投資等が重要な経営資源であると認識しており、人的資本につ

いての考え方や人材育成方針等を＜Ⅰ－１＞【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく

開示】【補充原則２－４① 中核人材の登用等における多様性の確保】に記載しております。 

また、知的財産への投資等については、将来に向けた成長投資や既存事業の持続的な成長の実現

に貢献する投資を行い、効果検証してまいります。 

2021 年９月より、デジタル技術を活用したビジネス変革と転換を進めるため、「デジタルトラン

スフォーメーション戦略（CSDX 戦略）」を推進しております。クラウド活用や内製化の推進、デー

タ利活用基盤の整備などを通じて、業務効率化と価値創出の両立を図り、デジタルを基盤とした経

営体制を確立いたしました。 2025 年度からは、これまでの CSDX で培った基盤をもとに、AI を活用

した新たな企業変革「CSAX（Credit Saison AI Transformation）」を本格的に展開しております。

その柱として、経営層および全社のリーダー層を中心に導入した ChatGPT Enterprise の活用を推進

してまいります。初期導入の段階で ROI 954％を記録するなど高い効果が確認されており、今後は

企画書作成や業務設計、顧客対応の高度化など、幅広い領域で AI起点の業務改革を加速させてまい

ります。 同時に、全社員が AI を実務に活かせる環境づくりを進めております。職種や経験に応じ

た AI リテラシー教育を展開し、スキル浸透とともに自律的な業務改革を促すことで、AI を前提と

した働き方への転換を後押ししております。 今後も、AI とデジタル技術を経営の中心に据え、全

社員が AIを自然に使いこなして価値創出に貢献できる企業文化を育みながら、持続的な成長とガバ

ナンスの強化に取り組んでまいります。  

 

なお、「CSDX 戦略」につきましては、当社ウェブサイトに掲載しております。  

〔https://corporate.saisoncard.co.jp/business/csdx/〕 

 

【補充原則２－４① 中核人材の登用等における多様性の確保】 

＜多様性の確保についての考え方及び状況＞ 

当社は 1980年代から、女性の社会進出を目指すべく女性を積極採用しております。多様な職種、

職位で女性の活躍を実現するため、結婚、出産などのライフイベントによって就業の継続やキャリ

ア形成を諦めることがないよう、社員の声を聞きながら、制度を拡充させてきた歴史があります。 

長い年月を通して、制度の拡充と実績を積むことにより、性別・学歴・国籍などのバックグラウ

ンドの異なる多様な人材が一人ひとりの個性を活かし、活躍することを目指す風土を醸成しており

ます。 

 

女性社員比率：73.4％ 

女性管理職比率 

取締役・監査役：13.3％ 

https://corporate.saisoncard.co.jp/sustainability/environment/tcfd/
https://corporate.saisoncard.co.jp/business/global/
https://saison-international.com/wp-content/uploads/2024/10/Saison-International-impact-report-28Oct-jp.pdf
https://saison-international.com/wp-content/uploads/2024/10/Saison-International-impact-report-28Oct-jp.pdf
https://corporate.saisoncard.co.jp/business/csdx/
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執行役員：15.6％ 

部長職：23.1％ 

課長職：26.2％ 

係長職：72.2％ 

課長相当職以上（部長職・課長職）：25.4％ 

係長相当職以上（部長職・課長職・係長職）：54.9％ 

 

中途採用者管理職比率 

社内常勤取締役：85.7％ 

執行役員：38.9％ 

部長職：37.2％ 

課長職：43.2％ 

係長職：63.2％ 

課長相当職以上（部長職・課長職）：41.7％ 

係長相当職以上（部長職・課長職・係長職）：55.2％ 

 

男性育児休業取得率：91.3％ 

 

※取締役・監査役・執行役員は、2026 年３月１日時点 

※社員比率・部長職・課長職・係長職・男性育児休業取得率は、2026 年２月末時点 

 

なお、当社は、女性の管理職登用においては、当社社員の約 7 割を占める女性社員が、より発言

力のある役割を担い会社に貢献することを当社の重要戦略の一つと捉え、課長相当職以上の管理職

に占める女性社員の割合について 2023 年度、2024 年度と 25％という目標を達成しており、引き続

き 2028年３月末までの３年間、25％以上を維持することを目指し取り組んでまいります。維持する

ための取り組みとして、キャリアサポート関連では育児と仕事の両立支援セミナーの実施、希望す

る時期に復職できるよう企業主導型保育園マッチングサービス「子育てみらいコンシェルジュ」を

導入し、活用しております。また、法定基準を上回る育児休業制度を導入するほか、性別にかかわ

らず誰もが積極的に育児参加できる職場風土を目指し、2025年 3月末までに男性育児休業取得率 10

0％を達成するという目標を 2028 年３月末までに延長しました。目標達成に向けた取り組みとし

て、DE&I について性別や障がいなど多角的に学べる全社イベントや講演会を開催するなどの取り組

みを行うことで、2026年２月末時点では 91.3％に達しており、引き続き取得率向上に向けた取り組

みを加速させてまいります。 

一方、外国籍・中途採用の社員においては、実力や成果に応じた管理職の登用を行っており、国

籍や採用時期による差はないため、現時点では目標策定・開示は行っておりませんが、2026 年３月

１日時点で連結子会社を含む外国籍の取締役は 15.0％、監査役は 3.2％を占めております。また、

中期経営計画における成長戦略骨子のひとつとしてグローバル事業のスケールアップを掲げてお

り、海外現地法人においてさまざまな国籍の人材が活躍し、事業をリードしております。また、中

途採用の社員においても、経営基盤強化として事業成長を担う人材力の増強、人材のプロフェッシ

ョナル化として中途採用やリスキリングを推進してまいります。 

 

＜多様性の確保に向けた人材育成方針、社内環境整備方針、その状況＞ 

「サービス先端企業」として社会に新しい価値を提供していくためには、社員全員が持てる能力

を全て発揮し充実感を得ることができる、働きがいのある活気にあふれた組織であり続ける必要が

あると考えております。そのために、社員一人ひとりの個性や強みに着目し、最大限の活躍ができ

るよう、人材の可視化・適所適材・成長支援を実現する人材戦略を推進しております。当社の多様

な人事制度によって、安心して挑戦し続けられる環境を創るとともに、優秀な人材がワークライフ

バランスを充実させながら、より長く活躍し続けられる会社を目指しております。 

当社の人材戦略については、当社ウェブサイトに掲載しております「有価証券報告書」にて公表

しております。 

〔https://corporate.saisoncard.co.jp/ir/securities_report/〕 

その他、ダイバーシティ、エクイティ＆インクルージョンを支える制度・取り組みは、当社ウェ

ブサイトに掲載しております。 

〔https://corporate.saisoncard.co.jp/sustainability/diversity/〕 

〔https://corporate.saisoncard.co.jp/sustainability/diversity/gender/〕 

 

https://corporate.saisoncard.co.jp/ir/securities_report/
https://corporate.saisoncard.co.jp/sustainability/diversity/
https://corporate.saisoncard.co.jp/sustainability/diversity/gender/
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【原則２－６ 企業年金のアセットオーナーとしての機能発揮】 

 当社の企業年金は、確定拠出型の年金制度を導入しており、企業年金の対象となる社員について

は個人での運用を行っております。 

 

■第３章 適切な情報開示と透明性の確保 

【原則３－１ 情報開示の充実】 

（１） 当社の経営理念は、本報告書＜Ⅰ－１＞及び当社ウェブサイトに掲載しております。 

〔https://corporate.saisoncard.co.jp/company/vision/〕 

経営戦略・経営計画については、アナリスト向けの決算説明会等で発表しております。ま

た、当社は 2024 年度を初年度とする中期経営計画を策定し、その進捗及び詳細は、当社ウ

ェブサイトに掲載しております。 

〔https://corporate.saisoncard.co.jp/wr_html/ir/data/jp/o3g2as00000001ff-att/o3g2

as00000001h7.pdf〕 

〔https://corporate.saisoncard.co.jp/wr_html/ir/data/jp/avmqks000000cgrx-att/avm

qks000000cgtp.pdf〕 

（２） 当社のコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方は、本報告書＜Ⅰ－１＞及び当

社ウェブサイトに掲載しております。 

〔https://corporate.saisoncard.co.jp/sustainability/governance/〕 

（３） 各取締役の個人別の報酬額は、各取締役の当社業績等への貢献度について当該取締役を含

む全取締役が評価した結果等を踏まえ、2020 年度からは、指名・報酬委員会で策定された

取締役が受ける報酬の基準に基づき、取締役会より委任を受けた代表取締役会長 CEOが取締

役会決議により委任された範囲に従い、決定しております。 

報酬体系については、「固定報酬」「業績に連動した変動報酬」「譲渡制限付株式報酬」で構

成されており、社外取締役は固定報酬のみとなります。 

取締役の個人別報酬等の決定方針の概要は、事業報告（定時株主総会招集ご通知内）及び

有価証券報告書に記載しており、詳細については、当社ウェブサイトに掲載しておりま

す。 

〔https://corporate.saisoncard.co.jp/ir/meeting/〕 

〔https://corporate.saisoncard.co.jp/ir/securities_report/〕 

 

（４） 株主総会に上程する取締役の選解任議案の内容決定については、全取締役の意見をヒアリ

ングした結果を踏まえた上で、指名・報酬委員会の審議を経て、取締役会において協議・

決定しております。また、監査役については、監査役会の同意を得て指名します。 

選任に際しては、取締役・監査役としてふさわしい人格・識見を有すること、職務執行に

あたり健康上の支障がないことを前提に、業務執行取締役については、当社の業務に関し

十分な経験と知識を有すること、経営判断能力及び経営執行能力に優れていること、社外

役員については、経営者としての豊富な経験を有すること、法律・会計・財務等の様々な

分野に関する豊富な知識・経験を有することを基本的な方針として選任しております。 

（５） 個々の選解任・指名につきましては、「定時株主総会招集ご通知」に記載をしております。 

 〔https://corporate.saisoncard.co.jp/ir/meeting/〕 

 

■第４章 取締役会等の責務 

【補充原則４－１① 取締役会の役割・責務(1)】 

 取締役会における決定事項は、「取締役会規程」に明示し、また個々の取締役への委任範囲は、

「定時株主総会招集ご通知に際してのインターネット開示事項」の「業務の適正を確保するための

体制」に記載のとおり、管掌又は担当する部門を定め、業務執行が効率的に行われるよう「組織・

業務分掌規程」「職務権限規程」「ビジネス戦略委員会規程」等に則り、適切に管理・監督しており

ます。 

 なお、この概要については、当社ウェブサイトに掲載しております「定時株主総会招集ご通知に

際してのインターネット開示事項」や「有価証券報告書」で公表しております。 

〔https://corporate.saisoncard.co.jp/ir/meeting/〕 

〔https://corporate.saisoncard.co.jp/ir/securities_report/〕 

 

【原則４－９ 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質】 

 当社は、社外取締役の選任については、経営の監督機能発揮による意思決定の妥当性・適正性を

確保する目的から、企業経営者としての実践経験を有すること、又は特定専門分野における実績と

https://corporate.saisoncard.co.jp/company/vision/
https://corporate.saisoncard.co.jp/wr_html/ir/data/jp/o3g2as00000001ff-att/o3g2as00000001h7.pdf
https://corporate.saisoncard.co.jp/wr_html/ir/data/jp/o3g2as00000001ff-att/o3g2as00000001h7.pdf
https://corporate.saisoncard.co.jp/wr_html/ir/data/jp/avmqks000000cgrx-att/avmqks000000cgtp.pdf
https://corporate.saisoncard.co.jp/wr_html/ir/data/jp/avmqks000000cgrx-att/avmqks000000cgtp.pdf
https://corporate.saisoncard.co.jp/sustainability/governance/
https://corporate.saisoncard.co.jp/ir/meeting/
https://corporate.saisoncard.co.jp/ir/securities_report/
https://corporate.saisoncard.co.jp/ir/meeting/
https://corporate.saisoncard.co.jp/ir/meeting/
https://corporate.saisoncard.co.jp/ir/securities_report/
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広範な見識を有することを選任基準としております。また、社外監査役の選任については、中立

的・客観的な視点から監査を行うことにより、経営の健全性と透明性を確保する目的から、様々な

分野に関する豊富な知識・経験を有することを選任基準としております。 

 

当社は、社外取締役及び社外監査役の独立性を客観的に判断するために、株式会社東京証券取引

所が定める独立役員の独立性に関する判断基準などを参考に、「社外役員の独立性に関する基準」

を以下のとおり定めております。 

 

（１） 当社は、当社における社外役員の独立性基準を以下のとおり定め、社外役員（その候補者

も含む。 以下同様）が次の各号のいずれかに該当する場合は、当社にとって十分な独立性

を有していないものとみなします。 

① 当社及びその連結子会社（以下、「当社グループ」と総称する）の出身者 

② 当社の大株主 

③ 当社グループの主要な取引先又はその業務執行者 

④ 当社グループを主要な取引先とする者又はその業務執行者 

⑤ 当社グループの主要な借入先の業務執行者 

⑥ 当社グループが議決権ベースで 10％以上の株式を保有する企業等の業務執行者 

⑦ 当社グループの会計監査人である監査法人に所属する公認会計士 

⑧ 当社グループから多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計士、税理

士、弁護士、司法書士、弁理士等の専門家 

⑨ 当社グループから多額の寄付を受けている者 

⑩ 社外役員の相互就任関係となる他の会社の業務執行者 

⑪ 近親者が上記①から⑩までのいずれか（重要な地位にある者に限る）に該当する者 

⑫ 過去３年間において、上記②から⑪までのいずれかに該当していた者 

⑬ 前各項の定めにかかわらず、その他、当社と利益相反関係が生じ得る特段の事由が存在

すると認められる者 

（２） 上記の（１）②から⑫の各号のいずれかに該当する者であっても、当該人物の人格、識見

等に照らし、当社の独立性を有する社外役員としてふさわしいと当社が考える者について

は、当社は、独立社外取締役が過半数を占める指名・報酬委員会の審議を経て、当該人物

が当社の独立性を有する社外役員としてふさわしいと考える理由を、対外的に説明するこ

とを条件に、当該人物を当社の独立性を有する社外役員とすることができるものとしま

す。 

 

なお、上記は「社外役員の独立性に関する基準」の概要であり、その全文は当社ウェブサイトに

掲載しております。 

〔https://corporate.saisoncard.co.jp/sustainability/governance/pdf/Independence_OutsideD

irectors_Members.pdf〕 

 

【補充原則４－１0① 指名・報酬委員会の独立性に関する考え方・権限・役割】 

 指名・報酬委員会の独立性に関する考え方、権限、役割については、本報告書の＜Ⅱ－１＞【任

意の委員会】任意の委員会の設置状況、委員構成及び委員長（議長）の属性の補足説明に記載をし

ております。 

 

【補充原則４－１１① 取締役会全体としてのバランス・多様性・規模に関する考え方】 

原則 4－11 の記載と同様、当社では、変化の著しい経営環境において、ジェンダーや国際性に限

らず、多様な経験・知見・特性を有する人材で取締役会を構成することが、当社の価値創造機能を

高めるために重要だと考えており、取締役会における構成員の多様性を高めるべく、性別、年齢、

国籍等を問わず、多様なバックグラウンドを有する者を選任する方針としております。当社は、こ

の考え方を基本的な方針として、取締役会の機能・責務を全うするために、その時点の経営環境や

当社の業容・規模に照らし、業務執行取締役の知識・経験に偏りがないことなども踏まえ、バラン

スのとれた取締役会の構成にすることにしております。 

取締役の任期は１年であり、その選任にあたっては、業務執行取締役については、各取締役の当

社業績への貢献度について当該取締役を含む全取締役が評価した結果や各取締役による新任候補者

の推薦等を踏まえ、指名・報酬委員会の審議を経た上で、取締役会で選任しております。社外取締

役については、企業経営者としての実践経験を有すること、又は特定専門分野における実績と広範

な見識を有することを選任基準としております。 

https://corporate.saisoncard.co.jp/sustainability/governance/pdf/Independence_OutsideDirectors_Members.pdf
https://corporate.saisoncard.co.jp/sustainability/governance/pdf/Independence_OutsideDirectors_Members.pdf
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当社は、取締役会をバランスのとれた構成とするための基本的な考え方や社外取締役の選任基準

に基づき、取締役・監査役・執行役員の経営上のスキルを可視化するものとして、スキルマトリッ

クスを当社ウェブサイトの「定時株主総会招集ご通知」に記載しております。 

〔https://corporate.saisoncard.co.jp/ir/meeting/〕 

 

【補充原則４－１１② 取締役・監査役の他の上場会社の役員の兼任状態】 

役員の重要な兼職の状況は、当社ウェブサイトの「定時株主総会招集ご通知」に記載しておりま

す。 

〔https://corporate.saisoncard.co.jp/ir/meeting/〕 

  

【補充原則４－１１③ 取締役会実効性評価の結果の概要】 

当社では、取締役会の実効性向上を目的として、年１回、原則、前年度選任された役員を対象と

し、全取締役・監査役（任期満了前の退任者を含む）の自己評価による分析・評価を実施しており

ます。各取締役・監査役から以下の項目についてアンケートを実施し、取締役会においてその結果

のフィードバックに基づきディスカッションを実施いたしました。 

（１） 評価項目の概要 

①取締役会の構成  ②取締役会の運営  ③取締役会の役割・責務 

（２） 評価結果の概要 

 取締役会は概ね適切に運営されており、取締役会全体の実効性は確保されていることを

確認しております。 

取締役会実効性評価において課題としてあがっていたリスク・コンプライアンス管理体

制については、現状の課題と今後の方針について、取組方針を取締役会で報告し、①国際

標準規格等を参考にしたリスクアセスメントに基づくリスクの特定、評価、分析、②顕在

化事象の把握、③リスク管理委員会の委員である取締役、監査役、執行役員に対する個別

インタビュー、④外部環境の分析、に基づき、中期経営計画を実現する上で必要不可欠と

なる重要リスクを見直し、コントロールする仕組みを再構築しました。特に、情報セキュ

リティ分野については、技術的な対策強化のみならず、全社的なセキュリティ意識の醸成

やセキュリティ方針の策定等を行い、当分野におけるリスクマネジメント及びガバナンス

強化を図るため情報セキュリティ統括部を新設しました。 

引き続き、取締役会における企業価値向上に向けた議論をより一層活性化するために、

運営上の課題及び役割・責務に関して抽出された課題認識を踏まえ、さらなる取締役会実

効性向上に向けた運営改善等に努めてまいります。 
 

【補充原則４－１４② 取締役・監査役のトレーニング】 

 経営トップ自らが、定期的にレポートを発信するなど、経営者として期待される役割・責務等に

ついて、トレーニングの機会を提供しております。 

 新任の業務執行取締役に対しては、取締役として求められる役割と責務を踏まえ、就任の際には

外部研修などを通じて、コーポレート・ガバナンス等に関する知識、法令の遵守など経営に関する

有用な情報を提供しております。 

 また、各取締役・監査役は、外部団体への加入や外部セミナー・研修会、人的ネットワークへの

参加を通じて、必要な知識の習得や更新、自己研鑽を行っており、それに伴い発生する費用につい

ては、会社に請求できる体制になっております。 

 

■第５章 株主との対話 

【原則５－１株主との建設的な対話に関する方針】 

 株主との建設的な対話を促進するための情報開示に関する基本的な考え方や情報開示統制の枠組

み等についてまとめた「ディスクロージャーポリシー」を当社ウェブサイトに掲載しております。 

〔https://corporate.saisoncard.co.jp/disclosure_policy/〕 

また、経営陣等と株主との対話の実施状況及び IR 活動等の詳細については本報告書＜Ⅲ－２＞ IR

に関する活動状況に掲載しております。 

 

【補充原則５－２① 事業ポートフォリオに関する基本的な方針や事業ポートフォリオの見直しの

状況】   

当社は、本報告書＜Ⅰ－１＞【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】【原則

３－１ 情報開示の充実】（１）に記載の通り、2024 年度を初年度とする中期経営計画を策定いた

しました。中期経営計画策定にあたって、事業ポートフォリオの基本的な考え方として、「投下資

https://corporate.saisoncard.co.jp/ir/meeting/
https://corporate.saisoncard.co.jp/ir/meeting/
https://corporate.saisoncard.co.jp/disclosure_policy/


 

コーポレートガバナンス 
CORPORATE GOVERNANCE 

 

9 

本利益率（ROIC）」と「加重平均資本コスト（WACC）」を適切に把握することによる資本収益性と営

業収益成長率や利益成長率等による成長性を軸として事業を評価することとし、資本コストを意識

した評価軸により定期的に事業ポートフォリオを見直し、捻出した経営資源の再投下を通じて、将

来に向けた成長投資や既存事業の持続的な成長の実現に向け、事業ポートフォリオの最適化を進め

てまいります。 

 

【資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応】 

 

記載内容 取組みの開示（アップデート） 

英文開示の有無 有り 

アップデート日付 2025 年５月 15 日 

 

該当項目に関する説明 

当社は、資本コストを意識した最適なリスクキャピタルを主要な事業セグメントである「ペイ

メント」「ファイナンス」「リース」「不動産関連」「グローバル」「エンタテインメント」等に配

分し、捻出した経営資源は、「Innovative」「Digital」「Global」を基本コンセプトとしたリアル

とデジタルを融合することに再投下することでカスタマーサクセスの実現を目指す「総合生活サ

ービスグループ」への転換を具現化してまいります。  

なお、資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応については、中期経営計画及び決

算説明資料にて開示しており、その詳細については、当社ウェブサイトに掲載しております。 

〔https://corporate.saisoncard.co.jp/wr_html/ir/data/jp/o3g2as00000001ff-att/o3g2as000

00001h7.pdf〕 

〔https://corporate.saisoncard.co.jp/wr_html/ir/data/jp/avmqks000000cgrx-att/avmqks000

000cgtp.pdf〕 

〔https://corporate.saisoncard.co.jp/wr_html/news_data/l2iokk00000005tg-att/20250515_R

elease3.pdf〕 
 

 

２．資本構成 

外国人株式保有比率 20％以上 30％未満 

  

【大株主の状況】 

氏名又は名称 所有株式数(株) 割合(％) 

日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託

口） 

38,046,400  26.24 

株式会社日本カストディ銀行（信託口） 15,403,900  10.62 

株式会社大和証券グループ本社 8,050,400  5.55 

スルガ銀行株式会社 7,497,700  5.17 

STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505301 4,106,375 2.83 

STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505001   3,440,402  2.37 

JP MORGAN CHASE BANK 385632 3,033,031   2.09 

株式会社みずほ銀行 3,000,000  2.07 

STATE STREET BANK WEST CLIENT - TREATY 505

234 

1,812,000 1.25 

HSBC BANK PLC A/C M AND G (ACS) VALUE PART

NERS CHINA EQUITY FUND 

1,728,700 1.19 

 

支配株主（親会社を除く）名 ― 

 

親会社名 なし 

親会社の上場取引所 なし 

 

https://corporate.saisoncard.co.jp/wr_html/ir/data/jp/o3g2as00000001ff-att/o3g2as00000001h7.pdf
https://corporate.saisoncard.co.jp/wr_html/ir/data/jp/o3g2as00000001ff-att/o3g2as00000001h7.pdf
https://corporate.saisoncard.co.jp/wr_html/ir/data/jp/avmqks000000cgrx-att/avmqks000000cgtp.pdf
https://corporate.saisoncard.co.jp/wr_html/ir/data/jp/avmqks000000cgrx-att/avmqks000000cgtp.pdf
https://corporate.saisoncard.co.jp/wr_html/news_data/l2iokk00000005tg-att/20250515_Release3.pdf
https://corporate.saisoncard.co.jp/wr_html/news_data/l2iokk00000005tg-att/20250515_Release3.pdf
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補足説明 

（１） 大株主の状況は 2025年９月末時点の状況です。当社は、自己株式を 40,432,113株保有して

おりますが、上記大株主からは除外しております。また、大株主の割合を算定する際に

は、分母となる数から自己株式を除いております。 

（２） 次の法人から、大量保有報告書（変更報告書）の提出があり、次のとおり株式を所有して

いる旨報告を受けておりますが、2025 年９月末現在における当該法人名義の実質所有株式

数の確認ができませんので、上記「大株主の状況」では考慮しておりません。 

・SOMPO アセットマネジメント株式会社 他１社 

(所有株式）7,033 千株 （発行済株式総数に対する所有株式数の割合）3.79％ 

・アセットマネジメント One株式会社 他３社 

(所有株式）14,096 千株 （発行済株式総数に対する所有株式数の割合）7.60％ 

・野村アセットマネジメント株式会社 他２社 

(所有株式）14,710 千株 （発行済株式総数に対する所有株式数の割合）7.93％ 

・M＆G インベストメント・マネジメント・リミテッド 他１社 

(所有株式）7,315 千株 （発行済株式総数に対する所有株式数の割合）3.95％ 

・アモーヴァ・アセットマネジメント株式会社 他１社 

(所有株式）10,346 千株 （発行済株式総数に対する所有株式数の割合）5.58％ 

 

３．企業属性 

上場取引所及び市場区分 東京 プライム 

決算期 ３月 

業種 その他金融業 

直前事業年度末における(連結)従業員数 1000 人以上  

直前事業年度における(連結)売上高 1000 億円以上 1 兆円未満 

直前事業年度末における連結子会社数 10 社以上 50 社未満 

 

４．支配株主との取引を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針 

― 

 

５．その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 

当社グループに属する企業のうち、上場している持分法適用会社には株式会社セゾンテクノロジ

ー、ブロードマインド株式会社、スルガ銀行株式会社があります。 

当社は、各社との間で当社グループとしての内部統制システムを有効に機能させるものであるこ

とを認識し、かつ、各社の経営の独立性を尊重することを前提に、当社グループ経営管理を円滑に

運営することを目的に具体的な取り決めを行っております。また、各社は会社法等の法令の趣旨、

及び、各社の事業に関わる監督官庁からの意向に則り、適切なリスク及びコンプライアンス管理・

内部監査を実施し、その実施状況を当社は確認することとなっております。 

 

Ⅱ．経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 

１．機関構成・組織運営等に係る事項 

組織形態 監査役設置会社 

 

【取締役関係】  

定款上の取締役の員数 25 名 

定款上の取締役の任期 １年 

取締役会の議長 社長 

取締役の人数 12 名 

社外取締役の選任状況 選任している 
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社外取締役の人数 ４名 

社外取締役のうち独立役員に指定されている

人数 

４名 

  

会社との関係(１) 

氏名 属性 会社との関係(※１) 

 a b c d e f g h i j k 

横倉 仁 弁護士        〇    

坂口 英治 他の会社の出身者        〇    

干場 弓子 他の会社の出身者           〇 

牧山 浩三 他の会社の出身者        △    

 ※１ 会社との関係についての選択項目 

 a.上場会社又はその子会社の業務執行者 

 b.上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役 

 c.上場会社の兄弟会社の業務執行者 

 d.上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者 

 e.上場会社の主要な取引先又はその業務執行者 

 f.上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家 

 g.上場会社の主要株主（当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者） 

 h.上場会社の取引先（d、e 及び f のいずれにも該当しないもの）の業務執行者（本人のみ） 

 i.社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者（本人のみ） 

 j.上場会社が寄付を行っている先の業務執行者（本人のみ） 

 k.その他 

 

会社との関係(２) 

氏名 独立 

役員 

適合項目に関する補足説明 選任の理由 

横倉 仁 〇 早稲田リーガルコモンズ法律事

務所 弁護士（パートナー） 

株式会社伊藤園 社外取締役

（監査等委員） 

株式会社吉野家ホールディング

ス 社外監査役 

 

同氏は、早稲田リーガルコモ

ンズ法律事務所の弁護士（パ

ートナー）を務めておりま

す。当社と同法律事務所との

間には、法人向けカード発行

取引がありますが、その年間

取引額は当社の年間連結取扱

高に対して 0.1％未満であ

り、株式会社伊藤園において

は、同氏は社外取締役であ

り、当社と同社の間には法人

向けカード発行取引等があり

ますが、その年間取引額は当

公認会計士及び弁護士と

して財務・会計・法務に

関する高度な専門知識と

豊富な業務経験を有して

いることから、当社及び

他社の社外役員となるこ

と以外の方法で会社の経

営に関与されたことはあ

りませんが、その専門知

識や業務経験を踏まえ

て、当社経営に対して客

観的・中立的立場から有

益な助言や指導をいただ

けるものと判断し、社外

取締役に選任、また独立

役員に指定しておりま

す。 
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社の年間連結取扱高に対して

0.1％未満であることから、

同氏の独立性は十分に確保さ

れていると判断しておりま

す。 

 

 

坂口 英治 ○ シービーアールイー株式会社 

代表取締役会長（兼）CEO 

シービーアールイーCM ソリュー

ションズ株式会社 代表取締役 

 

同氏は、シービーアールイー株

式会社の代表取締役会長（兼）

CEO 及びシービーアールイーCM

ソリューションズ株式会社代表

取締役を務めております。当社

と同社の間には、法人向けカー

ド発行取引がありますが、その

年間取引額は当社の年間連結取

扱高に対して 0.1％未満である

ことから、同氏の独立性は十分

に確保されていると判断してお

ります。 

シービーアールイー株式

会社の代表取締役会長

（兼）CEO 及び外資系金

融機関での不動産セクタ

ーの投資銀行業務統括責

任者としての業務経験を

通して、不動産事業に関

する豊富な経験と幅広い

見識を有しており、当該

見識を活かすとともに、

専門知識にとどまらず、

経営戦略やグローバル事

業についても客観的・中

立的立場から有益な助言

や指導をいただけるもの

と判断し、社外取締役と

して選任、また独立役員

に指定しております。 

干場 弓子 ○ 干場弓子事務所代表 

株式会社 BOW&PARTNERS代表取締

役社長 

 

同氏は、干場弓子事務所代表及

び株式会社 BOW&PARTNERS代表取

締役社長を務めておりますが、

当社と同事務所及び同社との間

には特別な関係はないことか

ら、同氏の独立性は十分に確保

されていると判断しておりま

す。なお、同氏は Internationa

l Publishers Association の日

本代表理事を 2024 年 12 月付に

て退任しており、当社と同国際

団体との間には特別な関係はあ

りません。 

出版社の創業に参画し、

35 年間取締役社長として

経営を担い、書店との直

取引で業界随―の出版社

に育て上げてきた実績

と、女性にも人気のビジ

ネス書等を出版する出版

社としてのブランディン

グや、日本の出版業界の

積極的なグローバル展開

に取り組んできた経験を

通して、主にブランディ

ングや営業について専門

的な観点から監督、助言

等をいただくことを期待

しております。同氏の有

する専門知識や業務経験

を踏まえて、当社経営に

対して客観的・中立的立

場から有益な助言や指導

をいただけるものと判断

し、社外取締役として選

任、また独立役員に指定

しております。 
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牧山 浩三 ○ 同氏は、J.フロント リテイ

リング株式会社の取締役

（兼）執行役専務を務めてお

りましたが、2022 年５月に退

任しております。当社と同社

の間には提携カード発行業務

に関する取引関係がありまし

たが、2024 年５月に提携カー

ドのサービスを終了してお

り、過去３年間の各事業年度

の当社と同社の年間取引額

は、当社の年間連結取扱高に

対して 0.1％未満でありま

す。また、同氏は、2023 年３

月まで株式会社パルコの代表

取締役（兼）社長執行役員、

同年５月まで同社執行役員を

務めておりましたが、いずれ

も退任しております。当社と

同社の間には提携カード発行

業務等に関する取引関係があ

り、過去３年間のうち直近事

業年度を除く各事業年度の当

社と同社の年間取引額は、当

社の年間連結取扱高に対して

２％超３％未満であることか

ら、同氏は、当社の社外役員

の独立性に関する基準のう

ち、過去３年間における当社

グループの主要な取引先又は

その業務執行者に該当するも

のの、当社と同社は、2024 年

２月に提携カードのサービス

を終了しており、直近事業年

度における当社と同社の年間

取引額は、当社の年間連結取

扱高に対して 1％未満で、こ

の割合が今後拡大する見込は

ないことから、経営陣から著

しいコントロールを受け得る

者、あるいは、経営陣に対し

て著しいコントロールを及ぼ

し得る者には当たらず、一般

株主と利益相反の生ずるおそ

れがないと考えられ、同氏の

独立性は十分に確保されてい

ると判断しております。 

 

株式会社パルコの代表取

締役（兼）社長執行役員

として、同社の経営管

理、店舗運営に関する豊

富な経験と幅広い見識を

有しており、当該見識を

活かし、主に経営戦略や

経営管理について専門的

な観点から監督、助言等

をいただくことを期待し

ております。同氏の有す

る専門知識や業務経験を

踏まえて、当社経営に対

して客観的・中立的立場

から有益な助言や指導を

いただけるものと判断

し、社外取締役として選

任しております。 

 

【任意の委員会】  

指名委員会又は報酬委員会に相当する任意の

委員会の有無 
あり 

 

任意の委員会の設置状況、委員構成及び委員長（議長）の属性 
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指名委員会に相当する任意の委員会 

委員会の名称 指名・報酬委員会 

全委員 

(名) 

常勤委員 

(名) 

社内取締役 

(名) 

社外取締役 

(名) 

社内有識者 

(名) 

その他 

(名) 

委員長 

(議長) 

5 0 2 3 0 0 社内取締役 

 

報酬委員会に相当する任意の委員会 

委員会の名称 指名・報酬委員会 

全委員 

(名) 

常勤委員 

(名) 

社内取締役 

(名) 

社外取締役 

(名) 

社内有識者 

(名) 

その他 

(名) 

委員長 

(議長) 

5 0 2 3 0 0 社内取締役 

 

補足説明 

指名・報酬委員会は、取締役会の決議によって選任された取締役で構成され、代表取締役会長 CE

O を委員長とし、５名の委員（うち独立社外取締役が過半数）で構成されております。年１回以上

開催され、①取締役の選任及び解任に関する株主総会議案、②取締役が受ける報酬等の方針の策定

及び取締役が受ける個人別の報酬等の基準の策定、③その他取締役会が指名・報酬委員会に諮問し

た事項、④前各号を審議するために必要な基本方針等の制定、変更、廃止、⑤その他、指名・報酬

委員会が必要と認めた事項をジェンダー等の多様性やスキルの観点も踏まえて審議し、その結果を

取締役会に答申いたします。2024 年度は全委員出席のもと、５回（うち書面開催１回）開催し、取

締役の選任プロセスや取締役の個人別報酬等の決定方針の概要等について、諮問を受け、審議し、

答申しております。なお、当社の指名・報酬委員会は、指名委員会と報酬委員会の双方の機能を担

っております。 

 

【監査役関係】  

監査役会設置の有無 設置している 

定款上の監査役の員数 ５名 

監査役の人数 ３名 

 

監査役、会計監査人、内部監査部門の連携状況 

2024 年度においては、会計監査人である有限責任監査法人トーマツと監査役会との定期的な会議

体として、監査及び期中レビュー計画概要説明、期中レビュー報告、会計監査人とのディスカッシ

ョン、金商法監査報告等の会議を７回開催し、意見交換を行っております。また、期末会計監査へ

の立会いも１回行っております。 

内部監査部門は、定期的に監査役と意見交換を行い現状の社内の問題点を直接報告することで、

監査役との連携を確保し、監査役が監査役監査の必要性を適宜判断できる体制を構築しておりま

す。内部監査部門によるグループ会社監査も含めた内部監査の結果と指摘事項に関する改善状況

は、監査役へ適時報告されております。 

 

社外監査役の選任状況 選任している 

社外監査役の人数 ２名 

社外監査役のうち独立役員に指定されている人数 ２名 

  

会社との関係(１) 

氏名 属性 会社との関係(※１) 

 a b c d e f g h i j k l m 

井川 裕昌 他の会社の出身者             〇 

笠原 智恵 弁護士             〇 

 ※１ 会社との関係についての選択項目 
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 a.上場会社又はその子会社の業務執行者 

 b.上場会社又はその子会社の非業務執行取締役又は会計参与 

 c.上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役 

 d.上場会社の親会社の監査役 

 e.上場会社の兄弟会社の業務執行者 

 f.上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者 

 g.上場会社の主要な取引先又はその業務執行者 

 h.上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家 

 i.上場会社の主要株主（当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者） 

 j.上場会社の取引先（f、g 及び h のいずれにも該当しないもの）の業務執行者（本人のみ） 

 k.社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者（本人のみ） 

 l.上場会社が寄付を行っている先の業務執行者（本人のみ） 

 m.その他 

 

会社との関係(２) 

氏名 独立 

役員 

適合項目に関する補足説明 
選任の理由 

井川 裕昌 〇 株式会社コンチェルト 監査役

セゾン債権回収株式会社 監査

役 

長年にわたり財務省及び

国税局に在籍し、財務局

長や税関長を歴任し、会

計・財務に関する豊富な

経験と幅広い見識を有し

ていることから、直接会

社の経営に関与された経

験はありませんが、客観

的・中立的な監査をいた

だけるものと判断し、社

外監査役に選任、また独

立役員に指定しておりま

す。 

笠原 智恵 〇 渥美坂井法律事務所・外国法共

同事業 弁護士（シニアパート

ナー） 

株式会社エムティーアイ 社外

監査役 

アキレス株式会社 社外取締役

（監査等委員） 

 

同氏は、渥美坂井法律事務所・

外国法共同事業の弁護士（シニ

アパートナー）を務めておりま

すが、当社は同法律事務所との

間には特別な関係はなく、アキ

レス株式会社においては、同氏

は社外取締役であり、当社と同

社との間には、法人向けカード

発行取引がありますが、その年

間取引額は当社の年間連結取扱

長年にわたる弁護士とし

ての豊富な経験と幅広い

知見を有しており、当社

取締役の職務執行の適法

性及び企業ガバナンスの

監査に重要な役割を果た

してきたことから、直接

会社の経営に関与された

経験はありませんが、客

観的・中立的な監査をい

ただけるものと判断し、

社外監査役に選任、また

独立役員に指定しており

ます。 
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高に対し 0.1％未満であること

から、同氏の独立性は十分に確

保されていると判断しておりま

す。 

 

【独立役員関係】 

独立役員の人数 ６名 

その他独立役員に関する事項 

独立役員の資格を充たす全ての社外役員６名を独立役員に指定しております。 

 

【インセンティブ関係】 

取締役へのインセンティブ付与に関する施策

の実施状況 

業績連動型報酬制度の導入 

該当項目に関する補足説明 

社内取締役の賞与において、業績や貢献度等を勘案しております。また、当社の長期的な企業価

値増大に対する経営意識を高めることを目的とし、2020 年６月 18 日開催の第 70 期定時株主総会に

おいて、社外取締役を除く取締役に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定を決議いただい

たことにより、取締役（社外取締役を除く）に対して「譲渡制限付株式報酬」を採用しておりま

す。 

 

ストックオプションの付与対象者 ― 

該当項目に関する補足説明 

― 

 

【取締役報酬関係】 

開示状況 一部のものだけ個別開示 

該当項目に関する補足説明 

事業報告（定時株主総会招集ご通知内）では、社内取締役及び社外取締役並びに社内監査役及び社

外監査役の別に、報酬の種類別総額を開示しております。有価証券報告書では、これに加え、報酬

の総額が１億円以上である取締役につき、個別の報酬開示を行っております。詳細については、当

社ウェブサイトに掲載しております。 

〔https://corporate.saisoncard.co.jp/ir/meeting/〕 

〔https://corporate.saisoncard.co.jp/ir/securities_report/〕 

 

報酬額又はその算定方法の決定方針の有無 あり 

報酬額又はその算定方法の決定方針の開示内容 

取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針の内容は次のとおりです。 

 

■基本方針 

（１） 役員報酬の体系及び個人別報酬について、同程度の規模の企業や業界等の水準及び従業員

給与とのバランス等を考慮しつつ、職位や代表権の有無等に応じた報酬水準とすることを

基本方針としております。 

（２） 報酬構成は、基本報酬、業績連動報酬（賞与）、譲渡制限付株式報酬で構成されており、社

外取締役は基本報酬のみとしております。 

■取締役の個人別の報酬等の額の決定に関する方針（報酬等を与える時期又は条件の決定に関する

方針を含む） 

（１） 基本報酬（金銭報酬）に関する方針 

 基本報酬は、月例の固定報酬とし、職位別年間報酬水準を設定し、代表権の有無等を

https://corporate.saisoncard.co.jp/ir/meeting/
https://corporate.saisoncard.co.jp/ir/securities_report
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勘案した上で金額を算定しております。 

 海外赴任取締役には、住宅手当、子女手当、一時帰国費用等のフリンジ・ベネフィッ

トを支給する場合があります。 

（２） 業績連動報酬等の内容及び額又は数の算定方法の決定に関する方針 

 業績連動報酬（賞与）は、職位別等の基本賞与額に対して在籍率等を勘案したもの

に、定量指標の業績連動係数（定量的な業績指標の成長率と計画達成率のウェイトを

それぞれ 50：50 とした上で大規模災害やパンデミック等の発生を総合的に勘案したも

の）と定性的な評価の業績連動係数を乗じたもので算定した額とし、毎年、一定の時

期に支給いたします。 

 業績連動報酬（賞与）の業績指標は、企業価値向上を図るため単体の経常利益（一過

性要因等を除く）の成長率と計画達成率としているほか、各取締役の当社業績及び企

業価値向上への貢献度について当該取締役を含む全取締役が評価した結果等を定性的

な業績指標としております。 

（３） 非金銭報酬等に関する方針 

 非金銭報酬等は、譲渡制限付株式報酬として、職位別年間報酬水準を設定し、代表権

の有無等を勘案した上で金額を算定するものとし、毎年、一定の時期に支給いたしま

す。 

 譲渡制限付株式報酬は以下の条件を設定しております。 

① 対象取締役は、同報酬である譲渡制限付株式（以下、「本株式」という）の交付の

日から当社の取締役その他当社取締役会で定める地位のいずれかの地位も喪失する

日までの間（以下、「譲渡制限期間」という）、本株式について、譲渡、担保権の設

定その他の処分をしてはならないこととしております（以下、「譲渡制限」とい

う）。 

② 対象取締役が、当社の取締役会で別途定める期間（以下、「役務提供期間」とい

う）が満了する前に上記①のいずれの地位も喪失した場合には、当社の取締役会が

正当と認める理由がある場合を除き、当社は、本株式を当然に無償で取得すること

としております。 

③ 当社は、対象取締役が、役務提供期間中、継続して、当社の取締役その他当社取締

役会で定める地位にあったことを条件として、本株式の全部について、譲渡制限期

間が満了した時点をもって譲渡制限を解除することとしております。ただし、対象

取締役が、役務提供期間が満了する前に上記①に定めるいずれの地位も喪失した場

合であって、上記②に定める当社の取締役会が正当と認める理由がある場合には、

譲渡制限を解除すべき本株式の数及び譲渡制限を解除する期間を必要に応じて合理

的に調整することができるものとしております。 

④ 当社は、譲渡制限期間が満了した時点において上記③の定めに基づき譲渡制限が解

除されていない本株式を当然に無償で取得することとしております。 

⑤ 上記①の定めにかかわらず、当社は、譲渡制限期間中に、当社が消滅会社となる合

併契約、当社が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転計画その他の組織再編

等に関する事項が当社の株主総会（ただし、当該組織再編等に関して当社の株主総

会による承認を要さない場合においては、当社の取締役会）で承認された場合に

は、当社の取締役会の決議により、譲渡制限期間の開始日から当該組織再編等の承

認の日までの期間を踏まえて合理的に定める数の本株式について、当該組織再編等

の効力発生日に先立ち、譲渡制限を解除することとしております。 

⑥ 上記⑤に規定する場合においては、当社は、上記⑤の定めに基づき譲渡制限が解除

された直後の時点においてなお譲渡制限が解除されていない本株式を当然に無償で

取得することとしております。 

⑦ 当社は、対象取締役が譲渡制限期間中に法令や社内規程等に重要な点で違反したと

当社の取締役会が認めた場合その他譲渡制限付株式の全部又は一部を当社が無償で

取得することが相当であると当社の取締役会が決定した場合に、譲渡制限付株式の

全部又は一部を当社が無償で取得する条項（マルス条項）を設定しております。 

（４） 金銭報酬の額、業績連動報酬等の額又は非金銭報酬等の額の取締役の個人別の報酬等の額

に対する割合の決定に関する方針 

 業務執行取締役の種類別の報酬割合については、当社と同程度の規模の企業や業界

等の報酬水準を踏まえ、指名・報酬委員会において検討を行うこととしておりま

す。なお、報酬等の種類ごとの比率の目安は、基本報酬：業績連動報酬等（賞与）：

非金銭報酬等（譲渡制限付株式報酬）＝7:2:1 とし、海外赴任取締役は、フリンジ・
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ベネフィットを含まない報酬等の種類ごとの比率の目安としております。また、海

外赴任取締役は、譲渡制限付株式報酬を支給しない場合があり、その場合の報酬等

の種類ごとの比率の目安は、基本報酬：業績連動報酬等（賞与）＝8:2（ただし、フ

リンジ・ベネフィットを除く）としております。 

（５） 取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項 

 個人別の報酬額については、取締役会決議に基づき、取締役会長に一任することがで

き、その範囲は各取締役の基本報酬の額及び各取締役の業績連動報酬（賞与）の評価

配分並びに譲渡制限付株式の取得にかかる金銭報酬債権の配分額としております。 

 当該権限が取締役会長によって適切に行使される措置として、指名・報酬委員会で取

締役が受ける報酬の基準を策定しており、取締役会長はその基準に基づき、取締役会

から委任をされた範囲に従い、決定することとしております。 

なお、監査役の報酬は固定報酬のみとし、株主総会で決議された総額の範囲内で監査役会にて各監

査役の報酬額を決定しております。 

 

【社外取締役(社外監査役)のサポート体制】 

社外監査役への情報伝達は、監査役補助使用人が担当しております。取締役会の議案に関して

は、資料の事前送付を行い、社外監査役の要望に応じて事前説明を行うなど、審議に必要な情報を

伝達できるよう努めております。また、社外監査役より取締役会議案に関連する事項についての情

報収集依頼があった際には、経営企画部及び監査役補助使用人が窓口となり対応しております。 

 

２．業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項(現状のコーポレート・ガバナンス体制

の概要) 

（１） 業務執行機能 

取締役会を、重要事項の意思決定と取締役の職務の執行状況の確認を行う場として実質

的な議論が行われるよう運営しております。2024 年度において取締役会は 20 回開催してお

ります。また、業務執行における重要案件に関する諮問機関として経営会議を設置してお

ります。経営会議は、取締役及び監査役が参加することとし、個別案件の審議に加えて経

営全般の方向性に関する議論も活発になされております。2024 年度において経営会議は１

回開催しております。 

2020 年３月より、執行役員制度を導入し、経営一般に関する事項や取締役会決議事項に

ついて事前に審議、報告する機関として執行役員会を設置しており、2024 年度において執

行役員会は 15 回開催しております。 

なお、2023 年４月より、取締役会の効率的な運営と経営戦略やコーポレート・ガバナン

スのための議論を充実させることを目的に、取締役会から委任を受けた範囲で決議を行う

ビジネス戦略委員会を設置しており、2024年度において決議を伴うビジネス戦略委員会は 2

1 回（うち書面開催５回）開催しております。 

 

（２） 指名、報酬決定機能 

株主総会に上程する取締役の選任議案の内容等決定に関しては、全取締役の意見をヒア

リングした結果を踏まえて取締役会において協議・決定しております。各取締役の個人別

の報酬額は、各取締役の当社業績等への貢献度について当該取締役を含む全取締役が評価

した結果等を踏まえ、取締役会より委任を受けた代表取締役会長 CEOが取締役会決議により

委任された範囲に従い、取締役の個別報酬を決定しております。 

2020 年度の役員報酬から、指名・報酬委員会で策定された取締役が受ける報酬の基準に

基づき、取締役会より委任を受けた代表取締役会長 CEOが取締役会決議により委任された範

囲に従い、決定しております。取締役の個人別の報酬等の決定方針の概要は本報告書＜Ⅱ

－１＞【取締役報酬関係】報酬額又はその算定方法の決定方針の開示内容に記載をしてお

ります。  

また、取締役会の諮問機関として、指名・報酬委員会を設置しており、設置状況等は本

報告書＜Ⅱ－１＞【任意の委員会】指名委員会又は報酬委員会に相当する任意の委員会の

有無の補足説明箇所に記載をしております。 

 

（３） 監査・監督機能 
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監査役は、各々監査役会で定められた監査方針等に従い、取締役会をはじめとする重要

な会議への出席、取締役等からの営業報告の聴取や重要な決議書類等の閲覧、業務及び財

産の状況の調査などにより厳正な監査を実施しております。 

また、主要な子会社の監査役をメンバーとするグループ会社監査役会の開催等を通じ

て、グループとしての内部統制システムの整備・運用の向上に努めております。 

会計監査は、2007 年６月 23 日開催の第 57 回定時株主総会において、有限責任監査法人

トーマツを会計監査人に選任しております。継続監査期間は 18 年間となっております。 

(2024 年度において業務を執行した公認会計士の氏名、所属する監査法人) 

木村 充男、工藤 貴久 ［有限責任監査法人トーマツ］ 

法令遵守、リスク管理、情報開示の適正性及び適時性の確保等については、監査役によ

る内部統制システム監査、監査部による業務監査を実施しております。 

当社は、取締役 加藤広亮、横倉仁、坂口英治、干場弓子、牧山浩三の５氏及び監査役

 鈴木日出男、井川裕昌、笠原智恵の３氏との間で会社法第 427条第１項の規定に基づき、

会社法第 423 条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。 

 

３．現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由 

現在当社では、監査役・監査役会制度を採用しております。会社の機関として取締役会、監査役

会、会計監査人を設置しております。また、株主・投資家等からの信任を確保していくために、社

外取締役・社外監査役の選任によるコーポレート・ガバナンスの充実を図っております。取締役会

や指名・報酬委員会等重要な会議体等において、社外取締役から経営における意思決定の妥当性・

適正性を確保するための助言・提言を受けることにより、業務に精通した取締役が経営効率の維持

向上を図ることができます。また、監査役会は、内部監査・内部統制統括部門の役員等と連携を図

ることで、経営に対する監督機能を強化しております。なお、当社は 2020年３月より、業務執行と

管理監督の分離によるコーポレート・ガバナンス体制の一層の強化を目的に、取締役会の役員構成

を見直し、執行役員制度を導入しております。これにより、より適切な管理監督機能の発揮及び効

率的な業務執行体制の整備を図っております。 

社外取締役の選任理由、役割及び機能については、＜Ⅰ－１＞【コーポレートガバナンス・コー

ドの各原則に基づく開示】第４章【原則４－９】、＜Ⅱ－1＞機関構成・組織運営等に係る事項 会

社との関係（１）（２）をご参照ください。 

 

Ⅲ．株主その他の利害関係者に関する施策の実施状況 

１．株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み 

 補足説明 

株主総会招集通知

の早期発送 

当社は、株主が十分な議案の検討時間を確保できるよう、招集通知を法定

期限より前（株主総会開催日３週間以上前の 2025 年５月 30 日発送）に発送

しております。また、当社ウェブサイト及び TDnet における電子提供措置に

ついても、法定期限より前（株主総会開催日の４週間又は招集通知発送日の

いずれか早い日より前）に開始しております。 

集中日を回避した

株主総会の設定 

第 75 回定時株主総会：2025年６月 25 日開催 

電磁的方法による

議決権の行使 

インターネット（パソコン、スマートフォン）による議決権行使を受け付

けております。 

議決権電子行使プ

ラットフォームへ

の参加その他機関

投資家の議決権行

使環境向上に向け

た取組み 

 (株)ICJが運営する機関投資家向け議決権電子行使プラットフォームに参加

しております。 

招集通知(要約)の

英文での提供 

当社ウェブサイト及び TDnetにて開示しております。 

その他 ― 
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２．IR に関する活動状況 

 
補足説明 

代表者自身による

説明の有無 

ディスクロージ

ャーポリシーの

作成・公表 

当社は株主や投資家の皆様に企業情報を公平でわかりや

すく迅速にお伝えすることを心がけ、開示情報の充実に努

めてまいります。開示にあたっては金融商品取引法及び東

京証券取引所の定める「上場有価証券の発行者の会社情報

の適時開示等に関する規則等」に沿って情報開示を行って

おります。また、当社をご理解いただくために有効と思わ

れる業績結果・財務内容・戦略等の情報も積極的に開示し

てまいります。 

〔https://corporate.saisoncard.co.jp/disclosure_polic

y/〕 

 

個人投資家向け

に定期的説明会

を開催 

個人投資家さま向けの会社説明会を開催し、当社の紹

介・業績状況について説明しております。 

なし 

アナリスト・機

関投資家向けに

定期的説明会を

開催 

機関投資家及び証券・債券アナリストを対象とした説明

会を年４回開催し、代表取締役又は CFO より当該期間にお

ける決算概況及び経営戦略・営業進捗について説明を行っ

ております。 

また、2025 年９月末時点で当社発行株式の約 28％を外国

人株主が保有しておりますので、海外在住の投資家への IR

活動として、国内外のカンファレンスへの参加に加え、代

表取締役、CFO、グローバル事業部管掌取締役が海外で、現

地機関投資家訪問による個別面談を実施するなど、積極的

かつ継続的なリレーション構築に努めております。 

あり 

海外投資家向け

に定期的説明会

を開催 

― なし 

IR 資料のホーム

ページ掲載 

適時性と公平性を重視して最新の決算情報にすばやくア

クセスできるレイアウトや掲載情報の拡充に取り組んでお

ります。 

 決算説明会における経営トップのプレゼンテーションを

音声配信するなど、IR 関連コンテンツを拡充し、個人投資

家を含め広く投資家の皆様に企業活動をご理解いただける

よう努めております。 

〔https://corporate.saisoncard.co.jp/ir/〕 

 

IR に関する部署

(担当者)の設置 

経営企画部が IR を担当しております。 
 

その他 当社は IR 担当部門である経営企画部の管掌取締役及び担

当執行役員並びに CFO により積極的な IR 活動を行っており

ます。同部は、広報室、財務経理部を始めとする関係部署

と連携の上、円滑な IR 活動及び経営陣による株主との対話

を実施しております。 

また、株主との面談については、経営企画部と総務部を

窓口として、株主の面談の目的等を踏まえて、取締役（社

外取締役含む）、執行役員、監査役が合理的な範囲で適切に

対応することを基本としております。 

株主との対話の実施状況等は、当社ウェブサイトに掲載

しております。 

 

https://corporate.saisoncard.co.jp/disclosure_policy/
https://corporate.saisoncard.co.jp/disclosure_policy/
https://corporate.saisoncard.co.jp/ir/
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〔https://corporate.saisoncard.co.jp/ir/stockholder/d

ialogue/〕 

 

 

３．ステークホルダーの立場の尊重に係る取組み状況 

 補足説明 

社内規程等により

ステークホルダー

の立場の尊重につ

いて規定 

当社は経営理念として「サービス先端企業」を掲げ、当社ステークホルダ

ーを、お客様、取引先、社員、株主及び社会と位置づけており、それぞれ、

顧客満足を創造し、取引先との相互利益を尊重し、社員の共感を得ることに

よって、株主に報いるとともに、社会的責任を果たすことが経営理念の実現

に不可欠であると考えております。 

 ステークホルダーの信頼を得ながら、持続的に成長していくための取組と

して、「クレディセゾンの ESG 経営」を当社ウェブサイトに掲載しておりま

す。 

〔https://corporate.saisoncard.co.jp/sustainability/esg/〕 

環境保全活動、CS

R 活動等の実施 

 当社は CSR を、「企業は社会的存在として最低限の法令遵守や利益貢献とい

った責任を果たすだけではなく、市民や地域、社会の顕在的・潜在的な要請

に応え、又はそれを上回る方法や内容で事業を展開していかなくてはならな

い」ものと捉えております。 

 そしてこの考え方のもとに、次の３つの視点で CSRに取り組んでおります。 

 

（１） 企業として存在し、お客様、株主、社員をはじめとするステークホル

ダーの皆様に利益をもたらす 

（２） 当社の主な事業であるクレジットカード、金融事業活動を通じて責任

を果たし、社会に貢献する 

（３） クレディセゾンにしかできない、クレディセゾンだからこそできる社

会貢献を行う 

 

 なお、３つの視点での取組内容については、当社ウェブサイトに掲載して

おります。 

〔https://corporate.saisoncard.co.jp/sustainability/csr/〕 

ステークホルダー

に対する情報提供

に係る方針等の策

定 

情報開示規程を制定するとともに、情報開示委員会を設置し、監督官庁及

び証券取引所のルールを遵守しつつ、正確な情報提供をステークホルダーに

行えるよう、チェックを行っております。2024 年度におきましては、情報開

示委員会を 18 回開催しております。情報開示に際しては、フェアディスクロ

ージャーに十分配慮し、適時開示規則に該当しない情報についてもウェブサ

イトへの掲載等により広く公平に開示しております。また、決算情報・説明

会資料については、ウェブサイト上に和英公開を行うほか、その説明会の模

様について動画配信や質疑応答の掲載を行っております。 

その他 当社は、「統合レポート（Credit Saison Integrated Report）」を、日本

語・英語版で発行しております。 

当社では、お客様、株主・投資家をはじめとする幅広いステークホルダー

の皆様に、正確、迅速かつ公平な情報開示に努めております。 

「統合レポート（Credit Saison Integrated Report）」は、中長期的な価値

創造についてより一層の理解を深めていただくことを目的に、当社の財務情

報に加え、環境・社会・ガバナンスなどの非財務情報も合わせて掲載し、ス

テークホルダーの皆様に、当社の持続的な成長をご理解いただくことを主眼

に編集しております。 

「統合レポート（Credit Saison Integrated Report）」は、当社ウェブサイ

トに掲載しております。 

〔https://corporate.saisoncard.co.jp/ir/integrated_report/〕 

 

Ⅳ．内部統制システム等に関する事項 

https://corporate.saisoncard.co.jp/ir/stockholder/dialogue/
https://corporate.saisoncard.co.jp/ir/stockholder/dialogue/
https://corporate.saisoncard.co.jp/sustainability/esg/
https://corporate.saisoncard.co.jp/sustainability/diversity/csr/
https://corporate.saisoncard.co.jp/ir/integrated_report/
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１．内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況 

■内部統制システムに関する基本的な考え方 

 当社は、当社及び当社子会社を含む企業集団において、法令・定款に適合し、業務の適正性、効

率性を確保するための体制構築を行うことを目的とし、基本方針を取締役会において決定しており

ます。 

 内部統制システムの構築にあたっては、業務の適正化を維持しながら、当社の業績向上・利益の

増強をもってステークホルダーの利益最大化に資するために、効率的で有効性の高いシステムの構

築を目標としております。 

 

■内部統制システム基本方針 

（１） 当社の取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制（会社法

第 362 第４項第６号） 

会社の業務執行が全体として適正かつ健全に行われるため、取締役会は企業統治を一層

強化する観点から、実効性ある内部統制システムの構築と会社による全体としての法令・

定款遵守体制の確立に努める。また、監査役会はこの内部統制システムの有効性と機能を

監査し、課題の早期発見と精度の向上に努めることとする。 

 

（２） 当社の取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制（会社法施行規則第 10

0 条第１項第１号） 

① 取締役の職務執行にかかる情報（取締役会議事録、稟議書、決裁書等）は文書等で

記録し､「情報管理基本規程」その他の社内規程に基づき保存・管理するものとす

る。 

② 各取締役及び各監査役が前項の情報の閲覧を要求した場合には、速やかに当該要求

に対応できる体制を整える。 

 

（３） 当社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制（会社法施行規則第 100 条第１項第２

号） 

① リスク管理については､「リスク管理規程」及び「損失の危険の管理に関する規程」

を定めるとともに、リスク管理委員会及びリスク管理を所管する組織を中心とし

て、リスク顕在化の抑止及びリスク顕在化による当社への影響の極小化に努める。

また、対処すべきリスクが顕在化又はそのおそれがあることが明確になった場合は､

「危機管理規程」に基づき、迅速な対応及び会社機能の早期回復に努める。 

② 前項のために､「リスク管理規程｣､「損失の危険の管理に関する規程」及び「危機管

理規程」の関係者に対し定期的な社内教育・訓練を行う。取締役会は定期的にこれ

らを点検し、是正・改善を指示することにより、リスク管理体制の維持・向上に努

める。 

③ 大規模災害等の緊急事態発生に備え、重要業務の継続及び事業中断リスクを可能な

限り低減するための対応策を講じ、有事における経営基盤の安定性確保に努める。 

 

（４） 当社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制（会社法施行規

則第 100 条第１項第３号） 

① 取締役の業務執行が適切に行われるよう、取締役会は「取締役会規程」に基づき運

営する。 

② 取締役及び執行役員は、管掌又は担当する部門の業務執行が効率的に行われるよう､

「組織・業務分掌規程」、「職務権限規程」、「ビジネス戦略委員会規程」等に基づき

適切に管理、監督する。 

③ 当社は、経営環境の変化に、より迅速に対応し、取締役会が経営・監督機能に専念

できる環境を整えることでコーポレート・ガバナンスの一層の充実を図るため、執

行役員制度を導入し、経営一般に関する事項や取締役会決議事項について事前に審

議、報告する機関として、「執行役員会」を設置する。 

④ 当社は、取締役会の効率的な運営と経営戦略やコーポレート・ガバナンスのための

議論を充実させることを目的に、取締役会から委任を受けた範囲で決議を行う「ビ

ジネス戦略委員会」を設置する。 

⑤ 「ビジネス戦略委員会」の運営と決議事項は「ビジネス戦略委員会規程」を定め、

適正な職務執行を図る。 
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（５） 当社の使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制（会社法

施行規則第 100 条第１項第４号） 

① 法令・定款及び「コンプライアンス規程」等の社内規程を遵守した職務執行のた

め、コンプライアンス委員会及びコンプライアンスを所管する組織を中心として、

定期的な社内教育を通じて社員へ諸規程及び遵守体制の周知徹底を図る。 

② 法令・定款及び社内規程等に違反した事例を発見した場合の通報窓口は､「コンプラ

イアンス相談窓口」とする。コンプライアンス委員会は、通報案件について遅滞な

く取締役会及び監査役会に報告し、当該違反の早期解決を図るものとする。 

③ 社会の秩序や安全を脅かす反社会的勢力からの被害を防止するため、反社会的勢力

に屈せず、正義をもって臨むことを当社の行動基準に明記し、すべての社員がこの

行動基準を遵守するよう周知徹底を図る。また､「特殊暴力防止対策連合会」、「暴力

団追放運動推進都民センター」への加盟や警察等関連機関との連携により、反社会

的勢力による不当要求等には総務を所管する組織を中心として毅然と対応する。 

④ 執行役員規程及び執行役員会規程等を整備し、執行役員の適正な職務執行を図る。 

 

（６） 当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制（会社法施行

規則第 100 条第１項第５号） 

① 子会社の取締役等の職務の執行に係る事項の会社への報告に関する体制 

 当社が定める「関係会社規程」及び子会社と締結する「グループ経営に関する取り

決め書」に基づき、関係会社を所管する組織を中心として、子会社の取締役会への

出席や、子会社の取締役会議事録等の関係資料やその他経営上の重要事項につい

て、遅滞なく報告を受ける。 

② 子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制 

 子会社のリスク管理については、「損失の危険の管理に関する規程」、「リスク管理規

程」に基づき、子会社に係る損失回避・適正化のための環境整備を関係会社を所管

する組織が担うとともに、リスク管理を所管する組織が子会社に対して、当社のリ

スク管理態勢との連携を図り、リスク顕在化の抑止及びリスク顕在化による当社へ

の影響の極小化に努める。 

③ 子会社の取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制 

 子会社の事業の発展を図ることを基本としつつ、グループ戦略に基づく、グループ

全体の利益、最適化を考え、グループ企業価値への貢献を最優先に考える経営を実

現するため、子会社の経営上の重要事項については「関係会社規程」、「グループ経

営に関する取り決め書」で事前協議事項を定め、「職務権限規程」等に基づき必要に

応じて意思決定を行う。また、関係会社を所管する組織が子会社の業務執行状況の

監督・情報共有を行い、子会社における業務執行の効率性を確保することに努め

る。 

④ 子会社の取締役等及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保す

るための体制 

 当社監査を所管する組織が子会社の監査部門と連携し、必要に応じて監査を実施

し、業務執行の適正性についてモニタリングを行う。また、法令・定款及び社内規

程に違反した事例を発見した場合の通報窓口として、「グループ内ホットライン」を

設置し、当該違反の早期解決に役立て、子会社の業務の適正性を確保することに努

める。 

 

（７） 当社の監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人

に関する事項（会社法施行規則第 100 条第３項第１号） 

① 監査役の職務を補助すべき使用人（以下、「補助使用人」という）は、監査役の職務

を補助する。 

② 前項の補助使用人の具体的な人員、職務内容については、監査役会との協議により

決定する。 

  

（８） 前号の使用人の取締役からの独立性に関する事項及び当該使用人に対する監査役の指示の

実効性の確保に関する事項（会社法施行規則第 100 条第３項第２号・第３号） 

① 補助使用人の人事（異動・考課等）は、監査役会の同意を必要とする。 

② 前項の補助使用人は、内部監査業務以外の当社の業務執行にかかる職務を兼務しな
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い。また、当社は監査役の補助使用人に対する指揮命令権を不当に制限しない。 

 

（９） 当社の監査役への報告に関する体制（会社法施行規則第 100 条第３項第４号） 

① 当社の取締役及び使用人が監査役に報告をするための体制 

 取締役、執行役員及び社員は、職務執行に関して重大な法令・定款違反もしくは不

正行為の事実、又は会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実を知ったときは、

遅滞なく監査役会に報告しなければならない。 

 取締役、執行役員及び社員は、事業、組織に重大な影響を及ぼす決定、事件・事

故、業務トラブル等の発生事実及び監査の実施結果を職制を通じて遅滞なく監査役

会に報告する。 

② 子会社の取締役、監査役及び使用人又はこれらの者から報告を受けた者が当社の監

査役に報告するための体制 

 関係会社を所管する組織は、子会社から報告を受けた取締役会議事録等の関係資料

やその他経営上の重要事項について、監査役へ報告を行う。また、子会社の役員及

び社員は、必要に応じて当社の監査役に報告することができる。 

 子会社の役員及び社員は、職務執行に関して重大な法令･定款違反もしくは不正行為

の事実、又は会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実を知ったときは、「グルー

プ内ホットライン」又は関係会社を所管する組織に報告することができる。コンプ

ライアンスを所管する組織及び関係会社を所管する組織は、提供された情報をコン

プライアンス委員会等で的確に処理するとともに、監査役へ報告を行う。 

 

（１０） 前号の報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確

保するための体制（会社法施行規則第 100 条第３項第５号） 

当社は、前号の監査役へ報告した者に対し、当該報告をしたことを理由に不利な取扱い

を行うことを禁止する。また、前号の通報窓口への情報提供者が一切の不利益を被らない

ことを「コンプライアンス規程」で定めるとともに、「私たちのコンプライアンス」を通

じて社員に周知徹底する。 

 

（１１） 当社の監査役の職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項及

びその他当社の監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制（会社法施行

規則第 100 条第３項第６号・第７号） 

① 監査役は、重要な意思決定及び業務の執行状況を把握するため重要な会議体に出席

するとともに、必要に応じて調査・報告を求めることができる。 

② 監査役会は、必要に応じて代表取締役社長と意見交換を行うほか、会計監査人と定

期的に意見交換会を開催する。 

③ 監査役会との情報共有を密にするために、企画を所管する組織、リスク管理を所管

する組織及び監査を所管する組織との連携を図る。 

④ 監査役がその職務の執行について、当社に対し費用の前払い等の請求をした場合に

は、予算管理部門である企画を所管する組織を中心に費用の妥当性を審議・検証の

上、速やかに当該費用を処理する。 

 

■内部統制システムの整備状況 

リスク統括部が中心となり、法令遵守及び業務の有効性、適正性確保に向けた社内規程の整備、

教育を実施し、さらに、リスクとなりうる事象の把握、リスク低減対応、情報の全社的共有等、一

層の態勢強化に努めてまいります。 

法令遵守、リスク管理、情報開示の適正性及び適時性の確保等は、監査役による内部統制システ

ム監査、監査部による業務監査等の検証により実現しております。 

また、内部通報制度による社員からのリスク情報収集を実施し、不正行為の早期発見と紛争予防

に役立てております。 

財務報告に係る内部統制（J-SOX 対応）は、「財務報告に係る内部統制管理規程」に基づき、より

効率的かつ効果的な内部統制の整備・運用に努めております。 

コーポレート・ガバナンスを充実させるための内部規程として（１）コンプライアンス規程、

（２）危機管理規程、（３）リスク管理規程、（４）個人情報管理規程、（５）内部者取引管理規

則、（６）内部監査規程等を定めております。これらのうち、個人情報管理については、（４）の規

程を補完するものとして策定した「個人情報保護方針（プライバシーポリシー）」を実行しており

ます。 
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２．反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況 

当社は、「社会の秩序や安全を脅かす反社会的勢力に屈せず、正義をもって臨む」ことを前述の

内部統制システム基本方針及び当社の行動基準に明記し、役員及びすべての社員がこの基本方針及

び行動基準を遵守するよう周知、徹底を図っております。 

反社会的勢力による不当要求等には総務部を中心に対応することを定めるとともに、「特殊暴力

防止対策連合会」、「暴力団追放運動推進都民センター」への加盟や、警察等関連機関との連携によ

り、毅然と対応することとしております。 

 

Ⅴ．その他 

１．買収防衛策導入の有無 

買収防衛策導入 なし 

該当項目に関する補足説明 

― 

 

２．その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項 

適時開示体制の概要 

当社の会社情報の適時開示に係る社内体制の状況は、以下のとおりです。 

 

（１） 会社情報の適時開示に係る当社の基本姿勢 

当社は、株式上場会社であり、金融商品関連諸法令及び株式会社東京証券取引所の有価

証券上場規程に従い、様々な会社情報を適時適切に公開する義務を有していること、及び

適時適切な会社情報の開示が健全な金融商品市場の根幹をなすものであることを認識して

おります。 

当社は、かかる義務を履行するため、「情報開示規程」を制定し、常に投資者の視点に立

った迅速、正確かつ公平な会社情報の開示を適切に行うことを実践してまいります。 

 

（２） 会社情報の適時開示に係る当社の社内体制の状況 

当社は、情報収集と情報開示の網羅性、適正性及び適時性を確保するため、「情報開示規

程」に基づき、当社及び当社の関係会社（以下、「当社グループ会社」という）に関する会

社情報の収集、情報開示の要否及び資料の審議を行う組織として「情報開示委員会」を設

置しております。 

情報開示委員会は、取締役社長又は取締役社長が指名した者を委員長とし、グループ戦

略部、経営企画部、財務経理部及びリスク統括部等を担当する役職員が構成員を務めま

す。また、経営企画部及び財務経理部が共同で事務局を構成し、各構成員によって収集さ

れる会社情報が事務局へ集約される体制となっております。 

情報開示委員会の各構成員により収集される当社グループ会社の情報の開示について

は、原則として、情報開示委員会事務局との事前協議に基づき、情報開示委員会への付議

又は報告が決定されます。 

また、情報開示委員会に付議された情報は同委員会において、適時開示情報か否かを協

議し、開示資料の審議及び開示の決議を行った結果、速やかに所定の手続きにより開示し

ております。 

なお、開示に緊急を要する情報におきましては、情報開示委員長の判断で緊急情報開示

委員会を開催し、審議及び決議を行った結果、開示しております。 

また、開示統制については、リスク統括部が維持・推進を行い、監査部がそれをモニタ

リングする体制となっております。 
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【模式図(参考資料)】 

 

【適時開示体制の概要（模式図）】 
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以上 


